
日薬連発第 156 号 

平成 31 年 3 月 4 日 

 

加盟団体 殿 

 

日本製薬団体連合会 

 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の 

一部を改正する法律等の施行について 

 

 

標記の通知を一般財団法人日本再生医療学会等に周知した旨の事務連絡

が厚生労働省医政局研究開発振興課より当連合会宛てにありましたので送

付いたします。 

つきましては、貴会会員への周知方宜しくお願いいたします。 

 

 

記 

 

平成 31 年 2 月 18 日付け 

○移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律等の施行について 

厚生労働省医政局研究開発振興課             事務連絡 


















































































































